
議案第１８号 

八幡浜市地番整理事業の実施等に伴う関係条例の整理に関する条例の制

定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和５年２月２８日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市地番整理事業の実施等に伴う関係条例の整理に関する条例 

（八幡浜市立公民館条例の一部改正） 

第１条 八幡浜市立公民館条例（平成１７年条例第１０１号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表第１ 別表第１ 

名称 位置 区域 

中央公民

館 

八幡浜市本町一丁目

６２番地１ 

市内全域 

（略）   

松蔭地区

公民館 

八幡浜市中央１６８

番地１ 

松蔭小学校

通学区 

（略）   
 

名称 位置 区域 

中央公民

館 

八幡浜市     

６２番地１ 

市内全域 

（略）   

松蔭地区

公民館 

八幡浜市  １６８

番地１ 

松蔭小学校

通学区 

（略）   
 

  

（八幡浜市立図書館条例の一部改正） 

第２条 八幡浜市立図書館条例（平成１７年条例第１０２号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表 別表 

名称 位置 

八幡浜市立 

市民図書館 

八幡浜市本町一丁目６０番地

１ 

名称 位置 

八幡浜市立 

市民図書館 

八幡浜市６０番地の１ 
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（略）  
 

（略  
 

  

（八幡浜市立視聴覚ライブラリー設置条例の一部改正） 

第３条 八幡浜市立視聴覚ライブラリー設置条例（平成１７年条例第１０３号）

の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、

次のとおりとする。 

第２条 視聴覚ライブラリーの名称及び位置は、

次のとおりとする。 

(1) 名称 八幡浜市立視聴覚ライブラリー (1) 名称 八幡浜市立視聴覚ライブラリー 

(2) 位置 八幡浜市本町一丁目６０番地１ (2) 位置 八幡浜市     ６０番地１ 

  

（八幡浜市立武道館設置及び管理条例の一部改正） 

第４条 八幡浜市立武道館設置及び管理条例（平成１７年条例第１１０号）の一

部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 武道館の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

第２条 武道館の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

(1) 名称 八幡浜市立武道館 (1) 名称 八幡浜市立武道館 

(2) 位置 八幡浜市愛宕４８７番地３ (2) 位置 八幡浜市４８７番地 

  

（八幡浜市立保育所条例の一部改正） 

第５条 八幡浜市立保育所条例（平成１７年条例第１１８号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

別表 別表 

名称 位置 名称 位置 
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（略）  

八幡浜市立 

愛宕保育所 

八幡浜市愛宕４８７番地３ 

（略）  
 

（略）  

八幡浜市立 

愛宕保育所 

八幡浜市  ４８７番地３ 

（略）  
 

  

（八幡浜市駐車場条例の一部改正） 

第６条 八幡浜市駐車場条例（平成１７年条例第１７５号）の一部を次のように

改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。ただし、改正前の欄に掲げる規定で改正後の欄にこれ

に対応するものを掲げていないものは、これを削るものとする。 

改正後 改正前 

  

別表第１ 別表第１ 

名称 位置 （略） 

（略）  （略） 

八幡浜市 

中央駐車場 

八幡浜市天神通一丁

目１８２番地１及び

１８２番地３ 

八幡浜市 

新町角駐車場 

八幡浜市矢野町七丁

目１４５４番地１ 

八幡浜市 

千代田町ちゃ

んぽん駐車場 

八幡浜市千代田町１

４７２番地３０ 

（略）  

（略）   
 

名称 位置 （略） 

（略）  （略） 

八幡浜市 

中央駐車場 

八幡浜市     

 １８２番地１及び

１８２番地３ 

八幡浜市 

新町角駐車場 

八幡浜市字高須  

 １４５４番地１及

び１４４６番地３ 

八幡浜市 

千代田町ちゃ

んぽん駐車場 

八幡浜市字川通 １

４７２番地３０、３

１及び３４ 

（略）  

（略）   
 

  

（八幡浜市民文化活動センターの設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第７条 八幡浜市民文化活動センターの設置及び管理に関する条例（令和２年条

例第２２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

第２条 施設の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名称 八幡浜市民文化活動センター 名称 八幡浜市民文化活動センター 

位置 八幡浜市本町一丁目６２番地１ 位置 八幡浜市     ６２番地１ 
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（菊池清治邸設置条例の一部改正） 

第８条 菊池清治邸設置条例（令和２年条例第２３号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 清治邸の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

第２条 清治邸の名称及び位置は、次のとおりと

する。 

名称 菊池清治邸 名称 菊池清治邸 

位置 八幡浜市浜之町１８３番地 位置 八幡浜市   １８３番地 

  

（八幡浜市大島診療所設置及び管理条例の一部改正） 

第９条 八幡浜市大島診療所設置及び管理条例（平成１７年条例第１５３号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（位置） （位置） 

第２条 診療所は、八幡浜市大島    ２番耕

地１０１番地１に置く。 

第２条 診療所は、八幡浜市大島字本ウラ２番耕

地１０１番地１に置く。 

  

（八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１０条 八幡浜市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例（平成２４年

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線

で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

第２条 交流拠点施設の名称及び位置は、次のと

おりとする。 

名称 八幡浜市地域交流拠点施設 名称 八幡浜市地域交流拠点施設 

位置 ア （略） 位置 ア （略） 

イ 第４条第４号の施設 八幡浜市大

島      ２番耕地１１７番地

イ 第４条第４号の施設 八幡浜市大

島字キシカウラ２番耕地１１７番地
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１及び１１７番地２ １、２ 

  

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

提案理由 

八幡浜市地番整理事業の実施により字の区域及び名称を新たに画し、並びに

字の名称を廃止すること、並びに八幡浜市大島の国土調査事業の円滑な推進を

図ることを目的として字の名称を廃止することに伴い、所要の改正を行うため。 
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